
第99 章　セキュリティ

個人情報保護とインターネット

卜 情報化社会の個人情報流通と保護対策･･1

jl･|民 生活セン ターの「 イン ターネットの消費 者ト ラブ ル（2）」

の Ｆイン ター ネットllのプ ラ イバシー 一一ネットll の佃 人情 眼を

めぐる 消賞 行利､淡」（「消費 外被害 速眼Ｎ０.18」1998 年2月20 凵）

による と、95年 唆にはじ めて相談が 寄せら れ、糺 淡件 数は 介計

52件 となっ ている （）998年2月18 凵現 在）iﾐ な相､淡内容は、山

パ スワードや クレ ジット カード 香り･などの 盗川 ・悪川によ り経

済的な 被‘､りを受け るもの 囗2 ）イン ター ネットll で佃 人情報を 公

開さ れたり誹I滂・中傷さ れたりする ものに 人別でき、その割 介

はほぼｔ 々である とい う （資料4-9-2)。

また、 インター ネット では、 アクセ ス記録 などによる アクセ

ス行動 の判 別、 デ ィレ クトリサービ ス・プロフ ァ イリ ングサー

ビ スなど佃 人デ ー タの|| 的外利川 、それら を保持したサー バー

への 不||｛ア クセ スや クラッキン グなどの問 題も起きている　 さ

らに、 クッキ ー（ホー ムペ ー ジを 送り出す サーバーが相ｒの パ

ソコ ンを特 定する ための 機能）を 利jHしている ことがあり 、 ク

ッキ ーの存 在に 気付かない うちに佃 人デー タが 収集さ れてい る

場介がある

イン ター ネット におけ る個 人･|`11汁11流通の川 題も、情 報化 杜会

におけ る佃 人･|`Ilj二報にかか わる問題の　･環であっ て、その ような

観点か ら問題を論 じる ことがで きる

帖 報化杜 会にお いて個 人情 報を どのよう にす れば保､溲する こ

とが できるかは 、多くの 先進国で検 討され、1970 年代には ヨー

ロ ッパ諸Illとア メリカ 合剌11で佃 人情 報・プ ラ イバ シー傑､溲法

が 制定 されるに ヤつた、このような状 況の中で、1980 年代 には、

O ECD （経 済協力 開発機構） の「プ ラ イバ シー保､溲と佃 人デー

タの 国際 流通 に つい ての ガ イド ラ インに 関す る理･jt会 勧に 」

目980年9J 」23凵）が採択 された｡ この理･μ会勧告は、 哺’で情

卻の自山 な流れ （frｃｅ flow of inforｍａtioll）をいかに して 確傑

する かに腐心し 、他 方でプ ラ イバシーを 保､溲するた めには どう

するべ きかを配慮 して､ その､調和をjXIろ うとした ものであ９ た

その国内適JI」におけるJ,り本原則 は、わが 国で も有名になっ た

が、 出 収 集制|覗の原UI』、（2）デ ー タ内容 の原則、 即 川的 明

確化の原 則、（･1）fl』川 制限の 原則 、（5）安 令保護 の原 則、（6）

公開の原LI】j、（8）佃 人参加 の原 則、お よび （9 ）Ilt任の 原則 で

ある　 これらは 、1970 年代の個 人･|’IIμ||保､涯法の最 人公約 数的 な

もの であ る。

日本では 、1981 年IJ 」か ら行政 竹川 庁 （現 ・総 務庁 ）でプ ラ

イバシー保護研究 会が|剔かれるよ うにな り、同研究 会は翌 】982

年7J」に 「佃 人デー タの処理 に伴 うプ ラ イバシー 保駿対 策」 と

い う検討結 米を 発表した　 これを 参 剔 こし て策定さ れたガ イド

ラ インなどのう ち、次に掲げ るガ イドラ インは、 イン ター ネッ

トにお ける佃 人情 報保護 にも役 々ﾐつ ものであ り、ユ ーザー によ

っ て遵守される必 要があ る

・郵政省電気通 仁川長 「電 気迦1,い」はfにお ける佃 人情Ⅲ 保,涯

に関するガ イド ラ インム（1991 年9JJ)

・通商産 袰省（民 間部 門における 電ｆ 計算機処理 に係る 佃人

’|｀iIHI扣）保護に 関する ガ イド ラ イン」 冂997 年3JL 川 通 商４

業 省;り示第98り 【1989 年6月28 凵通達 を改訂し たもの】

さらに、法的 保護を求 める意見 も表明さ れており、1995 年の

欧州 連 合（ＥＵ）佃 人情 報保 護指 令が 凵本にお け る議 論に も人

きな影響をjj･えるこ とになろう

（川 部政ﾘj ・中 火人学 教1･ぶ

資料4-9-2　 国 民生 活 セン タ ーに寄 せら れ たイン タ ーネット 上の個 人 情報 をめぐ る相 談件 数の 推 移
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●消費 行相,淡の内 容例

出 パ スワ ードや クレ ジ ットカ ー ド 番号な どの 盜JI」・悪 川 に

より経 済的 な被害を受け るもの （26件）

・契約し た覚えのない 商11111凵 役務 ）代金を,清求 された.

一利川し た覚えのないプロ バ イダー利川村を 請求され た.

（2） イン ター ネットll で佃 人情 報を 公開さ れた り， 誹,滂・巾

傷さ れたりするもの （21件）

・ わい せつ な内 容の ホ ームペ ー ジや 伝,i` 板に ，氏 名， 屯 話

番り･な どが掲 秡さ れた ため ． 無, わt£,謡やい たず ら電 話・

わい せつ電 話がか かっ て きた りにλ 出 人不明 のｒ 紙 が'Hi

いた りす る ，

一佃 人情 雛が もれて ，結 婚利ｆ 紹 介サービ ス業 名･から 相Ｆ

紹 介のｆ 紙が送られて きた．

1TI冨;71 国民生活 センタ　 「消費者被 害速報No.18 」の資料 を元 に作成
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